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別記様式 
会　議　録 

 会議の名称 令和５年度第７回栃木東部地域会議

 開催日時 令和５年１１月２２日（水）１９時　開会　　２０時２０分　閉会

 開催場所 国府公民館　大交流室

 出席者氏名 別紙１のとおり

 欠席者氏名 別紙１のとおり

 事務局職員職氏名 別紙１のとおり

 その他出席者等 別紙１のとおり

 会議事項 別紙２のとおり

 会議の公開又は 
非公開の別

公開

 傍聴人の数 ０人

 その他必要事項

 会議の経過

 発言者 議題・発言内容・決定事項
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１　開会 
 
 
２　会長あいさつ 
 
 
３　議事 
栃木市地域づくり推進条例第９条の規定により、出井会長による議事進行。 
<本日の出席委員数の報告> 

本日の出席委員１３名（委員総数１５名） 

過半数以上の委員の出席であるため本日の会議は成立 

 

（１）地域予算提案事業について 

・資料に基づき説明。前回会議のグループワークで発表のあった地域活性化ア

イデアを一覧にした。アイデアに対する課題や問題点を記載したので、意見

等頂戴したい。 

＜質問＞ 
・番号３・４のウォーキング大会について、数年前に田村律之助顕彰会が主催

して、野州大塚駅を出発して大神神社などをウォーキングする催しを実施し

て好評だったとうかがった。 
・番号７の各自治会案内標識の設置について、市が設置した標識は、その後は

誰が管理するのか？  
・地域予算提案事業は、市の事業として実施するというのが前提であるので市

が管理するべきとなる。市が自治会の敷地に看板を設置させてくださいと依
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頼して、土地の貸借契約を結んだりする他、看板に車をぶつけられてしまっ

た際の修繕であったり、看板で人が怪我をしてしまったりした際の賠償など

も考えなくてはならない。一番考えるべきは、看板が朽ちた場合の対応であ

り、カーブミラーの管理などが近いと思われる。カーブミラーは市内にたく

さんあるが、設置したのが市なのか交通安全協会なのか個人なのか不明な物

がたくさんあり、対応に苦慮している。設置した看板を自治会に寄付すると

いう事であれば、そういった対応はいらないのかも知れないが、このアイデ

アを採用するのであれば、設置後の維持管理も検討しなくてはならない。 
・例えば、道路際に「○○公民館入口」など設置した場合、その管理はどこに

なるのか。地域内には「高野町入口」などの看板があるが。 
・自治会公民館の敷地は、土地がお寺や神社の所有になっていたり、個人の所

有になっていたり、自治会として所有していたり様々。道路敷に設置だと市

道では市、県道なら県に道路占用許可をとる必要がある。民地の場合では土

地の賃借料が発生するなど管理の問題で難しくなる。 
・番号６について、番号１２～１５は事業イメージが似ているので、提案者が

地域会議とは別に集まって打ち合わせる事は大丈夫か。色んなアイデアをミ

ックスしてより良い提案にしていけたら。 
・大丈夫です。 
・番号１６・１７の「地域活性化無料相談イベント」は、どのように話を進め

たら良いかアイデアが出てこない。 
・色々な専門家を集める他、集客ができるような物販などが出来ないか、皆さ

んの意見を聞いて良いイベントが出来るようにしたい。似ているアイデアも

あるので肉付けしていけたらと思っている。 
・いろいろ課題はあるが、実現性を第一に考えて意見を述べると、番号４のウ

ォーキング大会はできそうな気がする。番号７・８・１０の標識設置はミッ

クスした形でも出来そう。地域案内のパンフレットを作成できるのでは。以

前、大宮地区自治会連合会で自治会境が分かるカラー地図を作成した。さら

に観光的なものに出来ると良いのでは。番号９の地域魅力度アップＤＶＤ作

成は実現性があるのでは。大宮・国府地区の観光資源を紹介するものが出来

たら良い。 
・番号８について事務局の説明では、県屋外広告物条例により大型標識は設置

不可との事であったが、イメージとしては栃木駅北口に設置してある観光案

内図は市全域に加え、蔵の街の観光案内がある。そこまで大きくないので、

もう少し精査すれば設置できるのではと思う。県条例は適用されるのか。 
・県屋外広告物条例は県全域に適用される。地区ごとに規制の強さは異なり、

国府地区だと農村の景観を守る地区というところに位置付けられており、栃

木駅周辺より規制が厳しい。標識の大きさという点では、条令では道路から

何メートル後退しなくてはならないなどの制限があり、大きな標識はなかな

か設置できない。また、駅敷地内は東武鉄道の所有地であるので、設置は東

武鉄道に許可を貰わないといけない。条令では標識の管理者を置かなくては

いけないなどの定めがあるので、都市計画課からも困難との話があった。も
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し検討するのであれば、パンフレットや冊子などの方がやり易いと思う。ま

た、DVD 作成については、映像の作成自体は問題ない。ただ、地域内に DVD
を全戸配布した場合に見て貰えるのか。今はユーチューブなど動画配信の時

代であり、映画なども DVD のパッケージにした物など売れない、見て貰え

ない。DVD プレーヤーが無い家では見られないでしょうし、見る気も無い人

に配布したところで捨てられるだけ。市の事業として不適切だと思うので、

もし動画を作成して地域の魅力を発信したいのであれば、別の方法を検討す

るべきであるし、コストも下げられる。映像の活用という部分で課題がある。 
・民生委員として活動し、子育て支援に携わる中で、貧富の格差が大きいと感

じている。子ども食堂の実施に力を入れて頂けたらと思う。似たアイデアが

あるので話をして詰めさせて貰いたい。また、数年前に制度廃止となった母

子保健推進員を務めていた際に、地域と繋がりが無くて困っているママの声

を聞いていた。そういった方は、身近な相談相手がいたら救われるのかなと

思う。地域での支援策に力を入れたいと思う。 
・市はすでに無料の弁護士相談会をやっている。自分も利用した事がある。 
・確かにあるにはあるが、予約は順番制で中々予約が取れない。順番が来ても、

少し話を聞いて、後は弁護士事務所に来てとなり、有料の相談となる。 
・不動産でも宅建協会の関係で相談会をやっているが、同じカタチになってし

まう。なるべく地域住民が気楽に参加できるカタチにしたいと思っている。

窓口は広い方が相談しやすいと思い、提案している。 
・次回会議に向けて、提案のあったアイデアの中で市の考えとそぐわない事業

案がいくつかあるので、そういったものは削除します。ご了承ください。 
 
４　その他 
・次回の開催予定について 
・第８回会議　令和６年１月２５日（木）午後７時（大宮公民館） 
・栃木市地域自治交流会の開催について 
・懇親会のご案内 
 
５　閉会 

──閉会── 
（会議終了時刻　午後８時２０分）



別紙１　出席者及び事務局 
 
<出席者（委員）> 

会　長　出井　康夫　　　　副会長　柏崎　桂二 

委　員　大木　泰正　　　　委　員　大武　真一 

委　員　大和田真衣　　　　委　員　篠原　幸江 

委　員　島田　研　　　　　委　員　長　　全高 

委　員　名倉　万里　　　　委　員　藤本　和夫 

委　員　森　　寛　　　　　委　員　梁島あけみ 

委　員　和久井賢司 

 

<欠席者（委員）>　　 

委　員　飯島　初枝　　　　委　員　大橋　哲夫　　　　　　　　 

　　　　 

 

 

<事務局> 

牧野　知之　　（栃木東部地域まちづくりセンター所長兼国府公民館長） 

北平　雅章　　（大宮公民館館長） 

田中　賢太　　（国府公民館主査） 

 

 

<その他出席者> 

 



別紙２　会議事項及び配付資料一覧 

 

<会議事項> 

１　開　会 

 

２　会長あいさつ 

 

３　議　事 

(1) 地域予算提案事業について 

 

４　その他 

・次回の開催予定について 

・地域自治交流会の開催について 

・懇親会のご案内 

 

５　閉　会 

 

 

<配付資料一覧> 

 ・ 栃木東部地域会議　地域活性化アイデア


